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はじめに 
 

「高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例」は、平成１５年４

月に制定された。市民が参加した条例案策定委員会では、条例を送り出すにあた

って、つくって終わりではなく条例が機能していくかを見守っていくことが最も

重要だという認識のもと、「市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守

り委員会」の設置を条例に定めた。この条例は性格上、義務規定より宣言的内容

となっているため、条例を市民に啓発し見守るというこれまでにないユニークな

委員会として見守り委員会は発足した。 
 

見守り委員には、元条例案策定委員や公募委員など１４名が参加。まず疑問を

出し合いそれを確認して共通理解し、意見をまとめるという手法をとった。各委

員のまちづくりに対する温度差が大きく「まちづくりって何？」という疑問から

発し、活発な議論の末にたどり着いた結論は「ＮＰＯやまちづくりなどさまざま

な表現があるが、定義に結論がないのがまちづくりかもしれない」ということだ

った。 
 

次に何を見守るかについても百家争鳴、範囲が広すぎるので事例を抽出するこ

とにした。前期の検討では２つの事例を取り上げ、実際に参加できる場には各委

員ができる限り参加し、その内容を知ることに務めた。いずれの事例も市民が主

体的に関わっている事業であるため、発足したばかりの見守り委員会としては、

提言というよりしくみについての意見にとどめ、関わっている市民の努力を尊重

して、断定的な表現を避けるようにした。無責任な評論ではなく、評価や提言を

することの困難さを実感した。 
 

今回、活発な議論を通じ意見報告にまとめる過程で感じたのは、委員全員が自

分の知らなかったまちづくりの世界を知り学ぶ場が、この委員会であったという

ことだった。また、話し合いを通じて条例の趣旨を委員が理解し、それを市民・

行政・企業に広め、市民ひとりひとりに「あなたも１５人めの見守り委員」とい

う自覚をもってもらうことが、条例を見守り機能させることにつながるとの合意

に達した。委員自身が１年生であり、手探り状態で議論を積み重ねてきたが、今

後も話し合いを重ね、その過程を多くの市民や行政と共有していくことが、今後

のまちづくり活動を活発にし、条例が市民と共に歩むことになると確信している。 
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Ⅰ わからないことがわからなかった 

◇ 船出は霧の中?! 

市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会には、さまざまな立

場の１４名の市民が委員として参加した。条例の案づくりに携わった人、公募で参

加した人、いろいろな分野で活動している人など、条例についての認識もまちまちだ

った。第１回・第２回の委員会では、委員みんなが共通の理解をするために、それ

ぞれの目線から自由に意見を出し合った。 

 

 

「 市民と行政のパートナーシ

ップのまちづくり条例」はどう

いうもの？ 

「見守り委員会」は何をしてい

けばいいの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

不足して いる部

分にこう いう方

策がある のでは

ないかと いう提

案をする。  

自分のしているこ

とも、どこまでが

まちづくりかわか

らない。  

最 初にみんなが共通

認識をもつためには

時間をかけないとい

けない。  

まちづくりの範囲が広すぎ

て、何をどう考え自分が関

わっていけばいいか分から

ない。  

どんなことをやっても

ま ち づ く り 。 そ れ を

NPO というか、生涯学

習というか、まちづく

りというかは、役所の

縦割りの中で分かれて

いるだけ。  

条 例 の 再 確 認 を し

なければいけない。

見守り委員会は何を

見守っていけばいい

のかわからない。  

行政に意見をいうだけ

でなく、行政と協働し

ていけるような意見を

出す。  

条 例 っ て 何 な の か

を知ること。  

条例や見守り委員会の

役割について、委員の

認識を統一する。  

具 体 的 に ど う

や っ て い く の

か が わ か ら な

い。  
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１ みんなが条例を知ろう！ 

見守り委員会は 

いろいろな分野の個々のまちづくりの取り組みの内容を見るというより、 

こういった広い範囲のまちづくりの取り組みの中で、一緒にやるためのしくみが 

どうなっているか                          を見ていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「条例の共通理解」 

●「まちづくり条例 」ではなく「まちづくり一緒にやろうや条例 」（条例の愛称 ）。

“一緒にやろうや”ができているかを見ていく。一緒にやるためのしくみづくりを

することが主旨。 

●自分が自発的に動き、相手とどういう組み方（協力関係、お互いのパートナ

ーになれる関係）ができていくかが主旨。 

 

２ キーワードは「パートナーシップ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一緒にやろうが喚起できる 

・行政職員が市民として関われる 

・やりたいにつながる市民参加  

・もっと知らせるための PR 

連携していくには

情報を共有するには 

パートナーシップとは

パートナーシップができているか

自立していくには

・自 立 した活 動 、地 域 、市 民 、

NPO になる 

・要望と自分たちでやることの役

割分担  

・市職員の意識は 

・行政の職員どうしの関係は 

・地域の団体どうしの協力・連携は 

・住民と行政の協働  

参加を喚起するには 

・条例自体の周知  

・関心がない 

・行政の発信した情報が市民

に受け取られていない 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ３

ﾊ ﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌ ﾟの定義  
（条例第 １章 ） 

対 等 な立 場 で協 力 ・連
携 し 、役 割 や責 務 を自
覚 することを通 じて築 い
ていく相互の信頼関係
 
ﾊ ﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌ ﾟの基本  
原則 （条例第 ２章 ） 
①参加 と参加のきっかけ
づくり 

②自主性の尊重  
③合意形成の過程の 
尊重  

④情報の共有  
⑤相互の連携  
 
<Ⅳ資料 P16・17 参照 >

見守り委員会には、条例を知らせる役割もある 

できていない部分にこうしようを提案する 

具体的にでき始めていることを実際に見て知って話し合う

まちづくりについての考

えは、委員さまざまだけ

ど、「パートナーシップ」

を共通認識にして見守っ

ていけばいいのね。 



３ 見守るものは何？ 

では、見守り委員会としてどういうことから取り組むか、「条例に基づく諸制度が

適正かつ円滑に機能しているかを見守る」（条例第６章）を踏まえて、具体的にや

りたいことを出し合った。  ＜Ⅳ資料 P18・１9 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市民等の役割  

（第 ３章 ）  

市民が主体的
に活 動 するた
めに何 が必 要
か 

｢自 立 ｣のため

の要件  

そもそも ｢市 民

等の役割 ｣って

何  

市の役割  

（第４章） 

ま ちづ く り フ ァ
ンドがうま く機
能 し て い る か
( フ ァ ン ド の運
用の見守 り)

ま ち づ く り フ ァ

ンドを知 っても

らう 

まちづくり
ファンド 

活動への支援

（第５章） 
 

 
ふれあい
センター 

サポート
センター 

｢ 市 ｣ ｢ 市 民 ｣

｢ 市 民 活 動 サ

ポ ー ト セ ン タ

ー ｣ がどのよ う

につながってい

るか 

まちづくりに必

要 な情 報 をど

う提供するか

まちづくりに対

する技 術 的 支

援って何？ 

ふれあいセンタ

ーの支援  

龍 馬 の生 まれ

たまち記 念 館

での運 営 につ

いて 

ふれあいセンタ

ーの見守り 

窓口機能  
（小 さな声 を
聴く） 

小 さな（始 めた

ばかりの）市民

活動の見守り

個人活動の窓

口づくり 

活 動 の不 満 ・

不 安 を訴 え ら

れ る 場 が あ る

か 

市 民 が参 加 に

努 める前 のき

っかけづくりに

ついて 

活 動 経 験 のう

えか らの意 見

を大事に 

その他  

パ ト ま ち 情 報

発 信 の し く み

づくり 

条 例 がどの程

度市民に理解

さ れ 浸 透 し て

いるか 

防 災 ・ 防 犯 の

まちづくりの見

守り 

条例啓発  

市職員の積極

参加  

行政職員の認

識のチェック 

施 策 の実 施 に

あたりﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅｰ

ｼ ｯ ﾌ ﾟ が で きて

いるか 

｢市 ｣の内 部 で

の情報の共有

はどうやってい

るか 

｢ 市 ｣ が行 って

いる ｢参 加 ｣の

ための研修  

｢ 市 ｣ が考 える

参加の定義  

地 域 コミュニテ

ィ で の 行 政 と

の連携  

行 政 に市 民 の

意 見 が届 いて

いるか 

｢助 成 ｣に値 す

る市 民 活 動 か

をどう評価する

か 

今ある社会資 

源の共通理解

(市民活動サポー

トセンター、ふれあ

いセンター、コミュ

ニティ、町内会等 )

ま ち づ く り フ ァ
ン ド の透 明 性
が確 保 され て
いるか 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

市 民活動サポ

ートセンターの

機 能 、 さ ら に

充 実 させてゆ

く見守 り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちづくりファンド」と

「市民活動サポートセンター」

のしくみについて検討してい

くことになったのね。 
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Ⅱ 「まちづくりファンド」を知ろう 

１ まちづくりファンドのしくみ  

公益信託高知市まちづくりファンドは、高知市市民と行政のパートナーシップのま

ちづくり条例に基づき、まちづくり活動団体への助成を目的に、高知市が四国銀行

に 3,000 万円を出して創設した。助成先は、運営委員による公開審査会で決定

し、透明性の確保とともに、市民同士の交流や、まちづくりの学びの場になることを

目的としている。助成金には、活動段階に応じて、「まちづくりはじめの一歩」コース

（定額５万円）と、「まちづくり一歩前へ」コース（事業費の 3/4 以内で上限３０万

円）がある。公開審査会のほか、中間発表会や最終発表会も実施し、企画運営

は高知市市民活動サポートセンターで行っている。  ＜Ⅳ資料 P20・21 参照＞ 

 

 
 市民によるさまざまなまちづくり活動を支援  

 

 

  助 成  金

 

 

 運営委員会（公開審査会・中間発表会・最終発表会）

 

 

 

 

 

 

 

 

寄

企 

 

 

 

 

 

 

市民活動サポートセンター

 公益信託 

高知市まちづくり 

ファンド 

四国銀行

付 

業 

寄付 

市 民

５

 3,000 万円  
高
知
市

 



２ 公開審査会・最終発表会に参加した感想 

（１） 意欲を見せる若者たち 

○ 公開審査会では、大学生や２０歳代の応募も多く、若い世代の人ががんば

っていた。大学などを通してまちづくりの情報交換が活発に行なわれ、若者

たちになじみやすいのかもしれない。反面、地域で古くから活動している人た

ちは、意外とまちづくりファンドを知らないのではないか。 
 

○ 若者たちの提案には、彼らのネットワークで活動が広がるようなグループもあり、

１グループへの助成に留まらず、それらをどうつなげていくかまで考えられると

いいのではないか。 
 

○ 若い世代の提案者たちは、演劇やダンス、スポーツなど自分ができることで

何か役に立てるということを見据えている。こういう視点があれば、高知でもい

ろいろなことが起こり、熱くなっていける。 
 

○ 若い世代の人がファンドに興味を持って参加してくれている。ボランティアをし

たいという人たちも多く、横のつながりがもっと太くなれば面白くなる。ただ、今

は学生も時間があるが、今後仕事に就けばどうなるのか。 
 

○ ストリートダンスで助成を受けたことが、新たな意欲をかき立てただけでなく、

彼ら自身の重みや看板にもなった。ダンス講師の依頼や世界大会に出場

するようなダンスチームを呼べる結果にもつながっている。 

 

（２） 公開審査会で生まれる「まちづくり」の芽 

○ 公開審査会は非常に楽しい雰囲気でよかった。交流や学習、情報交換の

場としての役割も果たしていた。 
 

○ 自分もまちづくりに関する情報を得たらいろいろ参加しているが、公開審査

会の参加者の多くは、自分ができることは何だろうと考えているのではない

か。 

○ 会場を見て活気があると思った。久し振りにすごく楽しいと思える時間だった。

関係者でなくてもこの催しは見てもらいたい。もっと広い会場でやってもいいく

らいに思う。それぞれの活動の話を聞くだけで、自分の中のまちづくりの芽が

膨らむヒントがたくさん見つかる。 
 

○ 全体として交流が始まっていると感じた。一人の個人が活動組織に入り、そ

こから組織同士の交流が始まり、まちづくりにつながっていくという予感がし

た。 

 ６



 

 

○ 豊かな地域社会をつくるための地元の人たちの活動と、場所にこだわらず自

分たちのできることを役立てたいとする若い人たちの活動の二つの流れがあ

ったように思う。ファンドでの交流を通じて、触発しあって新たなまちづくりの意

識が芽生えていくのではないか。 
 

○ 市民の活動は泥臭さも良さで、地道に積み上げていく（左脳）部分と想いで

動く（右脳）部分を大事にしながら、両方がかみ合う形になっていけばいい。 

 

（３） 去年より今年、成長する公開審査会 

○ 去年の応募では「まちづくり一歩前へ」コースの全団体が３０万円の助成上

限額で申請していたが、今年は活動経費の必要分を精査していたのが印

象的だった。 
 

○ 最終発表会でも、当初の発表よりも前進した内容となっており、継続できる

グループもあって勉強している印象を受けた。 
 

○ 各団体のプレゼンテーションでも自己表現ができており、発表の質の高さに

驚いた。 
 

○ 去年よりも今年の方が事業内容や審査の面なども良くなっていると感じた。

一般の参加者は楽しいが、運営委員は大変だと思う。プレゼンテーションの

場で、助成先を決定するまでの審査をすべて公開するやり方は珍しく、その

分このファンドの特徴や中身が問われてくるのではないか。 

 

（４） 今後につなげていくために 

○ 公開審査会のＰＲを工夫して多くの人たちを集めることができれば、「まちづく

りはじめの一歩」への参加にもつながるのではないか。 
 

○ 公開審査会の場だけでなく、日頃からグループ同士が交流し連絡しあえる

ようにすれば、年々横のつながりが広がるのではないか。 
 

○ プレゼンテーション能力や予算書作成能力は大事であり、それらを教える機

会など中間的な支援も必要ではないか。 
 

○ 助成を受けた団体は、きちんと課題をつかみ、やろうとしていることの把握は

できている。ただ、今後のビジョンが弱い感も見受けられたので、来年の助成

が無ければどうするのか、今後どうつなげていくかというビジョンをもつことが大

変重要な課題になってくる。 

 ７



３ まちづくりファンドのしくみについての意見 

 

 

 

 

 

まちづくりファンドに関する下記のようないろいろな市民の疑問や意見に対

して、応えたり反映したりできるしくみが全体としてできていることが、最も大

事な点である。情報公開や意見の反映ができるしくみがあれば、市民・ＮＰ

Ｏ・行政どのような立場であっても共に考えていくことができ、パートナーシッ

プによるまちづくりを進めることにつながるのではないか。 

（１） 全体のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員会の委員の決め方に、わかりやすくオープンな方法を取り入れる

ような検討をしてはどうか。より透明性を確保するためにも、公募制も含めて

（公募制は審査という性格上なじむかどうかという問題はあるが）議論をして

いく必要があるのではないか。 

（２） まちづくりファンド運営委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり活動において継続性は非常に重要であり、「はじめの一歩コース」

については育成するという観点から、その後の活動を見守っていく必要があ

るのではないか。「一歩前へコース」についても、助成を受けた以上は以後

の活動を評価する方法も今後の検討課題と思われる。市民や企業と一緒

になってまちづくりを推進していくために、助成金がどのように活用されている

（３） 活動の評価 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

公開審査会が、まちづくりの芽を生み出す機能を十分に果たしていること

から、応募者だけでなく一般の参加者を増やすためのＰＲも、もっと必要であ

ると思われる。まずは、各地域の活動団体への広報など、徐々に市民全体

にも広めていくような取り組みが望まれるのではないか。 

（４） まちづくりファンドの積極的なＰＲ・広報  
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まちづくりファンドが新しい時代のまちづくりにつながることは、公開審査会

に参加した見守り委員の一致した意見であるが、限りある市財政の運用だ

けではいずれ限界がくる。このため、制度の継続のために、市民や企業から

の支援は不可欠である。まちづくりファンドが市民全体のものになるようなＰ

Ｒ・広報とともに、市民や企業の寄付を促進するための環境整備も重要で

あり、税制面等のいろいろな働きかけも必要ではないか。 

（５） まちづくりファンド制度の継続  
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Ⅲ「市民活動サポートセンター」を知ろう 

１ 市民活動サポートセンターのしくみ 

高知市市民活動サポートセンターは、市民による検討・提案を受けて、平成１１

年４月に高知市が開設した。運営は市民組織で行うこととなり、ＮＰＯ法人（特定

非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議）が設立された。現在、高知市からＮＰＯ高

知市民会議に市民活動サポートセンター運営事業を委託し、公設民営方式で運

営されている。市民活動サポートセンターは、中間支援の役割を担い、各種の事

業を実施している。                     ＜Ⅳ資料 P22・23 参照＞         
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企  業  

 

市  民  

 

 

ＮＰＯ 

高知市市民活動サポートセンター 
(ＮＰＯ高知市民会議が運営) 

各種事業の実施 
貸し会議室・機器の貸出  

相談・アドバイス、情報収集・提供、啓発  

人材育成（スキルアップ講座等）、調査・研究  

まちづくりファンド公開審査会等企画運営  

交流（まちづくりトークＣａｆｅ等 ） 
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２ 検討内容 

 

～市民活動サポートセンターの事業展開の経過～ 

高知市市民活動サポートセンターは、当初、市民で組織されたボランティア

センター設立準備会による検討を受けて開設され、平成１１年度から広くボラン

ティア等の市民活動を支援する目的で事業を開始した。事業の企画内容や種

類において、質量ともに年々増え、その中には「まちづくりトークＣafe（注 １）」といっ

た事業もあり、平成１４年度には高知県技術士会と連携して「まちづくり市民連

続講座」なども実施した。 

平成１５年度に「高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例」が制

定され、市民活動サポートセンターにおいて、まちづくりの活動も支援できる機能

を強化することとなり、「まちづくりファンド公開審査会等企画運営事業」なども開

始した。現在、「まちづくりアドバイザー会議（注 ２）」によるしくみづくりも進めており、

毎年検討を積み重ねながら事業を展開している。 

（注 １）まちづくりトークＣafe：市民誰でもが参加でき、まちづくりについて毎月自由

にテーマを設定して話し合う事業  

（注 ２）まちづくりアドバイザー会議：高知県建築士会や高知県技術士会のメンバ

ー、いろいろなまちづくりの専門家が集まってアドバイザーとなる組織  

 

   

 

（1） 幅広いマンパワーの活用を 

○ 若者の参加と同時に、高齢者にも積極的に参加してもらう視点も大事。高

齢者を抜きにしてこれからのまちづくりは考えられない。市民活動サポートセ

ンターの事業や運営にも高齢者の知恵が必要ではないか。高齢者層への

働きかけを工夫してはどうか。 
 

○ 事業にはいい企画もあるが、同じ県外講師による企画などもある。高知の建

築士など専門家グループの力をもっと活かすといいのではないか。また、防

災活動ひとつ捉えてみても、各団体の企画が重なるなど、市内部の各部門

の調整が必要ではないか。効果的な事業の企画運営を期待したい。 
 

○ 講座などの事業の企画に関わって参加しているが、もっと外部の人が企画

に参加できるような仕掛けはできないか。 
 

○ 働いている若者の中には時間的な制約があって、参加したくてもできない場

合も多い。彼らの相談にのれるような「出前講座」的なしくみなどの検討もし

てはどうか。 
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(2) “ご近所の底力”的なつながりの手助けを 

○ ＮＨＫ番組の「ご近所の底力」のようなことがサポートセンターでもできればと

思う。地域のみんなが集まって、ワイワイガヤガヤの中から答えが出てくるとこ

ろがすごくいい。市民活動サポートセンターも、まちづくりの大変さを拾い上げ

てくれるところであってほしい。 
 

○ 「ご近所の底力」で答えを出すのはＮＨＫではなく、外部経験者の知恵である。

ＮＨＫは場所の提供とコーディネートをするだけである。市民活動サポートセン

ターにおいても、いろいろな人たちがつながりあえる関係ができるといい。話し

合える接点ができれば、活動がさらに広がるのではないか。 
 

○ いろいろなまちづくりがあるが、さまざまな世代の人たちが集まり、アドバイスし

合える環境が市民活動サポートセンターに芽生えると、ずっとまちづくりに関

わりやすくなるのではないか。そのようなきっかけづくりをお願いしたい。 
 

○ 現在、検討している「まちづくりアドバイザー会議」がうまく実現できれば、必

要なときにさまざまなまちづくりの相談や事業の企画などについても、アドバイ

スできるしくみとなるのではないか。 
 

○ アドバイザーを置くと、誰もが足を運びやすく相談しやすくなる。何でも相談に

飛び込めたら第一歩を踏み出せる。井戸端会議ができたり、橋渡しをしても

らえるとうれしい。「まちづくりアドバイザー会議」を外部にも分りやすく使えるし

くみにできないか。 

 

（3） 接点、連携、橋渡し・・・そして、自主性 

○ 社会福祉協議会や国際交流協会、地域では町内会やコミュニティ計画         

推進市民会議などいろいろな組織・団体がそれぞれ活動しているが、今ひと

つ連携ができていない。こういった社会資源を活かし、相談などがあれば必

要なところへつないでいけるような、広い意味での橋渡し役を市民活動サポ

ートセンターに期待したい。 
 

○ 一方で、まちづくりは自発的なものであり、型にはめるべきでないという考え方  

もある。それぞれの組織の考え方があり、連携を強制すると組織の自主性を

失うことにもつながる。特定のテーマや切り口で、連携できるところは連携して

いくという関係が望ましいのではないか。 
 

○ 市民活動サポートセンターのような中間支援のしくみができてきたことは心  

強い。それぞれの組織の独自性を損なわない環境づくりの視点から、使い勝

手のいいしくみにしていく必要があるのではないか。 
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○ 合併で土佐山・鏡が一緒になったが、それぞれの活動組織も今後の対応

や課題を考えていく必要がある。行政もその姿勢を出していくべきではない

か。 

 

（4） 情報の提供、ふれあいセンターとの接点として 

○ 隣町でどんな団体が何をしているのか分からないというのが現状であり、少な

くとも活動状況などの情報を提供していくのは、行政や市民活動サポートセ

ンターの重要な役割である。 
 

○ 地域に密着した情報については、市内１４ヶ所にあるふれあいセンターで提

供できるといい。ふれあいセンターは元々支所であり、市民活動サポートセン

ターとは成り立ちも違い、まちづくりファンドに関する広報紙などの情報は流し

ているが、現在のところあまり接点がない。今後、情報の提供を含め連携を

強化していく必要があるのではないか。 
 

 

○ ふれあいセンターによって恩恵を蒙っているのは町内会であり、ふれあいセン

ターの活動が活発な地域は、町内会活動も活発である。現実的な問題とし

て、ふれあいセンターのあるところとないところの差も出てくるのではないか。 
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３ 「市民活動サポートセンター」のしくみについての意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知市の市民活動サポートセンターは、全国に先駆けてつくられた公

設民営の施設で、全国的に見ても成功事例と言われている。それは施

設の提案段階や運営においても、行政の考えのみで決められるのでな

く、市民サイドの声が生かされるパートナーシップの部分が比較的できて

いるからだろう。その意味での市民と行政の協働はできているが、市民活

動サポートセンターのあり方について市民の声をどう反映させるかという

と、今のところ市かＮＰＯ高知市民会議に言うしか方法はない。 

市民活動サポートセンターの運営事業を受託しているＮＰＯ高知市民

会議は１ＮＰＯ法人であって市民の意見を代表している組織ではないの

で、市民活動サポートセンター全体のしくみを考えていくためには、市民の

声を生かすための第三者的な検討委員会が必要ではないだろうか。委

託者の市・受託者のＮＰＯ高知市民会議とは別に、第三者的な市民の

視点で市民活動サポートセンターのあり方を検討する委員会が設置され

れば、下記のようないろいろな提案も検討し反映できる場となるのではな

いか。 

（１） 全体のしくみ ―第三者的なサポートセンター機能の検討委員会―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動サポートセンターの事業を実施する場合に、もっと外部の人

が参加して事業を企画できるような仕掛けができていくといい。若者の参

加に焦点が当たる場合が多いが、それに加えてこれから増えていく高齢者

が、事業の企画や運営にも関われるような方法も考えていく必要があるの

ではないか。 

時間的に市民活動サポートセンターの講座などに出られない人たちも

多くいる。個別支援には限度もあるが、出向いて行ってアドバイスや相談に

のれるような「出前講座」的な取り組みも、今後検討していく必要があるの

ではないか。  

（2） 事業の企画方法といろいろな世代の参加
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「ご近所の底力」的なコーディネートの必要性については、全委員の意

見が一致したところである。まちづくりに関するさまざまな相談や問題につい

て、市民活動サポートセンターの中だけで答えを出すのではなく、外部の経

験者の知恵を借りうまくつないでいくことが解決につながるのではないか。現

在進められている専門家などの力を活かした「まちづくりアドバイザー会議」

が、外部にもわかりやすく利用しやすいしくみになれば、いろいろな人の接点

ができ、そこからつながりもできていくのではないか。（２）についてや個別支

援についても、一定可能になってくると考えられる。 

（３) コーディネートの役割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動団体などのさまざまな情報を市民に提供することは、市民活動サ

ポートセンターの大事な役割である。市民活動サポートセンター以外にも、

いろいろな機関が社会資源としてある。相談などについても、それぞれの役

割をもつ機関があるので、そこがうまくつながるようになればいい。情報の共

有ができていることが望ましいことであり、それぞれの機関や団体の自主性

を尊重したうえでの連携が必要ではないか。 

（４） 他の機関との連携と情報の提供
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 １６

何でまちづくりをするが。 

 

みんなあにとって，「のうがえいまち」にしたいき。 

なんかあったときに，すっと助け合える関係でおりたいき。 

このまちに住んじょって良かったと思えるようになりたいき。 

 

市民も行政もまちづくりを進めたいと思いゆう。 

悩みを共有したいし，喜びも分かち合いたい。 

話をしたらみんなあ目指すところは一緒ながよ。 

 

市民同士，市民と行政がうまいことつながったらえいねえ。 

みんなあでまちづくりができるようになったらえいと思わん。 

なぜまちづくりをするのでしょうか。 
 
みんなにとって，「居心地のいいまち」にしたいから。 
何かあったときに，すぐに助け合える関係でありたいから。 
このまちに住んでいて良かったと思えるようになりたいから。 
 
市民も行政もまちづくりを進めたいと思っています。 
悩みを共有したいし，喜びも分かち合いたい。 
話をしたらみんな目指すところは同じなのです。 
 
市民同士，市民と行政がうまくつながったらいいね。 
みんなでまちづくりができるようになったらいいと思いませんか。 

 
それで，この条例を想いをこめてつくりました。 
さあ，まちづくりを一緒にやりましょう。  

 

ほんで，この条例をきおうてつくったがよ。 

 どう，まちづくり一緒にやろうや。 

 

 

    第１章 総則 

  （目的） 

第１条 この条例は，市民，ＮＰＯ，事業者（以下「市民等」という。）及び市がまちづくりを進めるに当たって

の基本的事項を定めることにより，互いにパートナーシップの構築に努め，協働して住みよい高知市の実現に

寄与することを目的とする。  

（用語）      

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

 (1) まちづくり 住みよいまち，豊かな地域社会をつくるための取組をいう。 

 (2) パートナーシップ 市民等及び市が，対等な立場で協力・連携し，役割や責務を自覚することを通じて築

いていく相互の信頼関係をいう。 

  (3) 協働 市民等及び市がパートナーシップに基づき，同一の目的のために役割を分担し，共に協力して活動

することをいう。 

 (4) 市民活動 まちづくりに係る活動であって，市民等が自主的に行う営利を目的としない公益性のあるもの

をいう。ただし、宗教的活動及び政治的活動は除く。 

 (5) ＮＰＯ（民間非営利団体） 営利を目的とせず，継続的，自発的に社会貢献活動を行う民間団体をいう。 

 (6) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。  

  

       第２章 パートナーシップによるまちづくりの基本原則 

 （まちづくりへの参加） 

第３条 市民等は，住みよいまち，豊かな地域社会をつくるために，まちづくりに参加することができる。 

２ 市民等及び市は，それぞれの役割において，誰もがまちづくりに参加しやすいきっかけをつくるように努め

るものとする。 



 １７

 （自主性の尊重） 

第４条 市民等のまちづくりへの参加は，自主性が尊重されなければならない。 

 （合意に至る過程の尊重） 

第５条 市民等及び市は，まちづくりに関する合意に至るまでになされた議論その他の過程を尊重してまちづく

りを進めるものとする。 

（情報の共有化） 

第６条 市民等及び市は，合意形成を図っていくため，必要な情報を相互に共有できるよう努めるものとする。 

（連携） 

第５条 市民等及び市は，相互に連携するとともに，国，県等の行政機関及び教育機関その他関係機関とも連携し

てまちづくりを進めるよう努めるものとする。  

 

      第３章 市民等の役割 

 （市民の役割） 

第８条 市民は，自らがまちづくりの主体であることを自覚し，まちづくりについての理解を深めるとともに，

まちづくりへの参加に努めるものとする。 

  （ＮＰＯの役割） 

第９条 ＮＰＯは，市民のまちづくりの発意を尊重し，その主体的な活動を支え育てるよう努めるものとする。 

  （事業者の役割） 

第10条 事業者は，地域社会の一員として，まちづくりについて理解，協力するよう努めるものとする。 

  

    第４章 市の役割 

  （施策の実施） 

第11条 市は，パートナーシップによるまちづくりを進めるために必要な施策を，総合的かつ計画的に実施 

するものとする。 

（広報広聴） 

第12条 市は，市民等がまちづくりについて関心をもち，理解を深めることができるよう，広報広聴に努め 

るものとする。 

（施策への反映） 

第13条 市は，市のまちづくりの施策の検討及び実施に当たり，市民等の意見の反映及び市民等が参加すること

ができる仕組みの整備に努めるものとする。 

  （説明責任） 

第14条  市は、まちづくりについての市民等の意見，要望等に関して，当該市民等に説明する責任を全うするよ

う努めるものとする。 

  （コミュニティ計画の策定） 

第15条 市は，市民等とパートナーシップを築いて地域のまちづくりを進めるため，市民等の意見を反映してコ

ミュニティ計画を策定，推進するものとする。 

  （職員研修等） 

第16条 市は，市の職員のまちづくりについての意識の高揚及び実践力の向上を図るため，パートナーシップに

よるまちづくりに関する職員研修を実施するものとする。 

２ 市は，市の職員が一市民として，市民活動に参加できる環境の整備を進めるものとする。 

 

    第５章 市民活動への支援 

  （市民活動の拠点の整備等）     

第17条 市は，市民活動を促進するための拠点の整備等必要な措置を講ずるものとする。 

  （助成等） 

第18条 市は，市民活動を行う市民等に対し，必要な情報の提供及び技術的支援を行うことができる。 

２ 市長は，市民活動を行う団体への助成を目的とする基金に対し，必要な出えんを行うことができる。 

  （ＮＰＯへの業務参入機会の提供） 

第19条  市は，ＮＰＯが効率的かつ効果的にまちづくりに関する市の施策を行うことができると認めるときは，

当該ＮＰＯに対し，業務の委託等の機会を提供することができる。 

 

 



 １８

    第６章 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会   

  （市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会の設置） 

第20条 この条例に基づく諸制度が適正かつ円滑に機能しているかを見守り，パートナーシップによるまちづく

りを推進するため，高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会（以下「見守り委員

会」という。）を置く。 

  （所掌事項） 

第21条 見守り委員会は，この条例に基づく諸制度に関する事項を調査審議し，市長に意見を述べることができ

る。 

  （組織） 

第22条 見守り委員会は，委員15人以内をもって組織する。 

２ 見守り委員会は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

 (2) 市民活動を行う者 

  (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする 

４ 委員は，再任されることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか，見守り委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

     第７章 雑則 

  （委任） 

第23条  この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前において策定したコミュニティ計画は，第15条の規定により策定したものとみなす。        



 １９

高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例施行規則 
平成15年４月1日 

                                            規 則  第 35  号 

（趣旨） 
第１条 この規則は，高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例（平成15年条例第13号。以下「条
例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （用語）      
第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例で使用する用語の例による。 
（市職員の市民活動への参加） 
第３条 市は，職員の社会貢献活動のための休暇の活用の促進に努めるものとする。 
 （見守り委員会の調査審議事項） 
第４条 条例第 21 条の規定により高知市市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例見守り委員会（以下

「見守り委員会」という。）が調査審議する事項は，次に掲げるとおりとする。 
(1) 条例に基づき設置された助成金制度その他の制度の運営等に関すること。 
 (2) 市が実施するまちづくりへの市民の参加に関すること。 
  (3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項 
 （見守り委員会委員の公募） 
第５条 見守り委員会の委員は，公募することができるものとする。 
（見守り委員会の委員長及び副委員長） 
第７条  見守り委員会に委員長及び副委員長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員長は，見守り委員会を代表し，会務を総理する。 
３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その職務を行う。 
（見守り委員会の会議） 
第７条 見守り委員会の会議は，委員長が招集する。 
２ 見守り委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き，議決をすることができない。 
３ 見守り委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決するところに

よる。 
 （専門委員会） 
第８条 特別の事項を調査審議するため，委員長が必要と認めるときは，見守り委員会に専門委員会を置くこと

ができる。 
２ 専門委員会の委員は，委員長が見守り委員会の委員のうちから指名する。 
３ 市長は，専門委員会に臨時委員を置くことができる。 
４ 臨時委員は，当該特別の事項の調査審議が終了したときは，解嘱されるものとする。 
 （関係者の出席等） 
第１０条 見守り委員会において必要があると認めるときは，その会議に関係者又は専門的事項について学識経 
験を有する者その他参考人の出席を求め，その説明又は意見を聞くことができる。 
 （庶務） 
第10条 見守り委員会の庶務は，市民生活部において処理する。 
（運営） 
第11条 第４条から前条までに定めるもののほか，見守り委員会の運営について必要な事項は，委員長が見守り

委員会に諮って定める。 
（その他） 
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 
    附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は，公布の日から施行する。 
 （会議の招集の特例） 
２ 第７条第１項の規定にかかわらず，この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は，市長が招集する。        



 ２０

公益信託高知市まちづくりファンド助成金規程 
（趣旨） 
第1条 この規程は、公益信託高知市まちづくりファンド信託契約書第37条第１項の規定に基づき、助成金の
給付に関し必要な事項を定めるものとする。 
（助成の対象となる活動） 
第２条 この公益信託の助成の対象となる活動は、自然環境の保全や住環境の整備、福祉、教育、文化、スポー

ツ、生涯学習など、住みやすい環境づくり及び人と人との豊かな関係性の形成や人づくりなど高知市を住みよ

いまち、豊かな地域社会にしていくために行うまちづくり活動を対象とする。ただし、次に掲げる活動を除く。 
(1) 営利を目的とする活動、宗教的活動及び政治的活動。 
(2) 市の制度等で補助金等の助成を受けている活動。ただし、これらの助成を受けている団体が行う活動でも、
目的の異なる活動や他の団体と協働で行う活動は対象とする。 

(3) 国や財団等の助成との併用は、基本的には可能とするが、高知県の同様の趣旨の制度で助成を受けている
活動については、併用できないものとする。 

(4) 単発のイベントなど継続性のない活動。 
  （助成の対象となる団体）  
第３条 この公益信託の助成の対象となる団体は、活動拠点が高知市内にあり、構成員の３分の１以上が高知市

民である３名以上で構成されたまちづくり活動団体とする。 
（助成金のコース、額及び回数制限） 
第４条 この公益信託の助成金のコース、額及び回数制限は次のとおりとする。 

(1)「まちづくりはじめの一歩」コース 
まちづくり活動団体がまちづくりへの参加の第一歩を始める、初動段階のまちづくり活動を支援することを

目的とし、１年間事業を対象とする。助成金の額は、定額５万円とし、一団体が受けることのできる助成は

１回のみとする。助成の対象となる活動に係る事業経費が５万円未満の場合は、事業経費の全額を助成する。 
(2)「まちづくり一歩前へ」コース  
まちづくり活動団体が一定期間継続して行うまちづくり活動を支援することを目的とし、１年間事業と２年

間継続事業を対象とする。助成金の額は、助成の対象となる活動に係る事業経費の４分の３以内とし、１年

間事業は３０万円、２年間継続事業は５０万円を上限とする。一団体が受けることのできる助成は３回を限

度とする。 
（助成の対象となる事業経費） 
第５条 助成の対象となる経費は、会場費、通信費、印刷費、視察費（旅費等）、 
講師謝金などの活動事業費とし、まちづくり活動団体の日常的運営費（事務局の維持管理費や人件費等）は対

象としない。 
（事業期間） 
第６条 助成の対象となる活動の事業期間は、８月から翌年の７月末までとする。２年間継続事業の場合は、８

月から翌々年の７月末までとする。 
  （応募申請） 
第７条  助成金の給付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、原則として６月末までの間に、
応募用紙に所定の事項を記入し、「まちづくりはじめの一歩」コース・「まちづくり一歩前へ」コースのいずれ

に応募するかを明記のうえ、受託者に提出しなければならない。 
 （助成団体の決定） 
第８条 助成金の給付を受ける団体（以下「助成団体」という。）は、公益信託高知市まちづくりファンド運営委

員会（以下「運営委員会」という。）における選考により決定し、広く市民が参加できるよう原則として公開で

審査（以下「公開審査会」という。）を行うものとする。 
(1)「まちづくりはじめの一歩」コースは、申請団体が提出した応募申請書に基づき、運営委員会による書類審
査を経て、助成団体を決定する。 

(2)「まちづくり一歩前へ」コースは、書類審査及び公開審査会において、申請団体が事業の目的、内容等につ
いてプレゼンテーションを行い、運営委員会による選考を経て助成団体を決定する。 

 （助成金の給付）    
第９条 受託者は、前条の選考の結果により、助成団体及び助成金の額を決定し、すみやかに助成金の給付を行

う。 
（変更報告） 



 ２１

第１０条 助成団体は、事業の内容や事業経費に変更が生じた場合は、すみやかに受託者に届けなければなら

ない。 
（活動報告）        
第１１条 助成団体は、中間発表会及び最終発表会に出席し、活動内容等を報告しなければならない。 
２ 中間発表会は、原則として毎年１月に公開により開催するものとし、助成団体はその時点の活動状況を

報告し、運営委員等から活動に対する助言等を受けるものとする。 

３ 最終発表会は、原則として毎年７月に公開により開催し、まちづくり活動団体の今後のまちづくり活動を充

実させることを目的として、活動の成果の発表等を行うものとする。 
（最終活動報告）     
第１２条 助成団体は、助成の対象となる活動の事業期間の７月末までに最終活動報告書を提出しなければなら
ない。 
（助成金の返還） 
第１３条 助成団体は次の各号のいずれかに該当する場合は、給付された助成金を返還しなければならない。 
 (1) 応募用紙に記載されている目的以外に助成金を使用したとき。 
(2) 事業が中止になったとき。 
(3)  偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたことが判明したとき。 
(4) 最終活動報告により助成の対象となる事業経費に差額が生じたとき。 
（助成金規程の変更）         
第１４条 受託者は、この規程を変更するときは、運営委員会の意見又は勧告を受け、かつ信託管理人の承認を

得て行わなければならない。 
 
      附 則   
  １ この規程は、平成１5年5月6日から施行する。 
  ２  この公益信託の初年度の応募申請書提出期限は、第７条の規定にかかわらず、平成15年7月10日とする｡ 
   附 則 
  １  この規程は、平成 16年 4月 1日から施行する。 
 



高知市市民活動サポートセンター条例 
                                  平成11年４月１日 
                                  条 例 第 18号 

改正 平成12年4月1日条例第2号 平成13年4月1日条例8号 
                        平成15年4月1日条例第14号 平成16年1月1日条例135号 

（設置） 
第１条 市民が行う自由で営利を目的としない社会貢献活動（以下「市民活動」という。）及び市民活動を通じた

市民の交流の場を設けることにより，市民活動を支援するとともに，その健全な発展を促進することを目的と

して，高知市市民活動サポートセンター（以下「センター」という。）を設置する。 
（位置） 
第２条 センターの位置は，次のとおりとする。 
高知市鷹匠町二丁目１番43号 
（事業） 
第３条 センターは，まちづくりの活動その他の市民活動を支援するため，次に掲げる事業を行う。 

(1) 会議室等施設の利用提供に関すること。 
(2) 市民活動に係る案内及び相談に関すること。 
(3) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。 
(4) 市民活動に係る広報及び市民活動を促進するための啓発に関すること。 
(5) 市民活動に係る人材の育成に関すること。 
(6) 市民活動に係る調査及び研究に関すること。 
(7) 前各号に掲げるもののほか，第１条の設置の目的を達成するために必要な事業 
（利用の許可） 
第４条 センターを利用しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 
（利用の制限） 
第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，センターの利用を制限し，又は利用を許可しないこと

ができる。 
(1) 営利を目的とする利用と認められるとき。 
(2) 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成することを目的とする利用と認められるとき。 
(3) 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを目的とする利用と認められるとき。 
(4) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者
（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに

反対することを目的とする利用と認められるとき。 
(5) 前各号に掲げるもののほか，センターの設置の目的に反する利用と認められるとき。 
(6) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 
(7) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。 
(8) 前各号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めるとき。 
（権利の譲渡等の禁止） 
第６条 第４条の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は，当該許可に伴う権利を譲渡し，

又は転貸してはならない。ただし，市長の承認を得た場合は，この限りでない。 
（使用料） 
第７条 利用者は，別表に定める額によって算定した料金を使用料として前納しなければならない。ただし，規

則で定める特別の事由があるときは，当該使用料を減免又は後納とすることができる。 
２ 納付された使用料は，還付しないものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，その全部又

は一部を還付することができる。 
(1) 市の都合によって利用の許可を取り消したとき。 
(2) 天災その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。 
(3) 利用の日の７日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出て，市長が正当な理由があると認めたとき。 
 
 
（許可の取消し等） 
第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，センターの利用の許可を取り消し，利用を停止させ，

又は許可条件を変更することができる。 
 ２２



 ２３

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 
(2) 第５条各号のいずれかに該当したとき。 
(3) 利用者が許可条件に違反したとき。 
(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認めるとき。 
２ 前項の場合において，利用者に損害が生じても，市は，賠償責任を負わない。ただし，同項第４号の規定に

基づき同項の処分をした場合であって，当該処分が市の都合によるときは，この限りでない。 
（原状回復） 
第９条 利用者は，その利用が終わったとき，又は利用の許可を取り消されたときは，直ちに施設及び設備器具

等を原状に回復しなければならない。 
（損害の賠償等） 
第 10 条 利用者その他センターを利用した者が，施設若しくは設備器具等を損傷し，又は亡失したときは，市
長の指示に基づいてこれを原状に回復し，又はその損害を賠償しなければならない。 
２ 市長は，やむを得ない理由があると認めるときは，賠償額を減額し，又は免除することができる。 
（管理の委託） 
第 11 条 市長は，センターの運営上効果があると認めるときは，その管理を公共的団体に委託することができ
る。 
２ 前項の規定により委託する場合の条件等必要な事項は，市長が別に定める。 
（委任） 
第12条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

 
附 則 

この条例は，別に規則で定める日から施行する。 
附 則（平成12年４月１日条例第２号抄） 

（施行期日等） 
１ この条例は，公布の日から施行する。 
（罰則に関する経過措置） 
６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

附 則（平成13年４月１日条例第８号） 
この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月１日条例第14号） 
この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日条例第  号） 
この条例は，公布の日から施行する。 

 
別表（第７条関係） 

区分 使用料（１時間につき） 

会議室１ 330円 

会議室２ 200円 

備考 時間の算定に当たっては，１時間未満は１時間とする。 
 



高知市市民と行政のパートナーシップの 

まちづくり条例見守り委員会 検討経過 

 

第１回見守り委員会   平成１６年３月４日（木） 午後６時３０分～９時 
                    委嘱式、見守り委員会の役割 

条例に関連した現在のしくみ・制度の状況 

「見守り委員会として知りたいこと、やりたいこと」 

 

第２回見守り委員会   平成１６年３月３０日（火）午後７～９時 
  パートナーシップについて 

     「やりたいことのネタ出し」、今後の進め方について 

 
平成 16年４月２７日 公益信託高知市まちづくりファンド関連資料送付 

①「公益信託」（銀行パンフレット）  ②年間スケジュール  ③「まちファン２号」 

④第２回助成事業の募集チラシ  ⑤第２回助成事業応募用紙・応募の手引き 

⑥「公益信託高知市まちづくりファンド助成金規程」 

 

平成 16年５月２1日 市民活動サポートセンター、町内会等関連資料送付 

①市民活動サポートセンターの設立についての経過 

②「市民活動サポートセンターの設立に向けて」(平成９年８月) 

③「高知市市民活動サポートセンターだより えぬぴぃ Oｈ!」（毎月発行） 

④「えぬぴぃ Oｈ! 」（季刊発行） 

⑤「自治活動ハンドブック」   ⑥「会報高知市町内会連合会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回見守り委員会   平成１６年６月２８日（月） 午後７時～９時 
まちづくりファンドのしくみについて「疑問・意見出し」 

 

 
平成１６年８月１日（日） 自主参加 

公益信託高知市まちづくりファンド 第２回公開審査会 

平成１６年８月２９日（日） 自主参加 （台風のため７月３１日を順延） 

公益信託高知市まちづくりファンド 第１回最終発表会   
 

 

 

第４回見守り委員会   平成１６年１０月１４日（木） 午後７時～９時 
 （台風のため８月３０日を順延） 

                     まちづくりファンドのしくみについて感想、「意見まとめ」 

市民活動サポートセンターのしくみについて「疑問出し」 

 

第５回見守り委員会   平成１６年１２月７日（火） 午後６時３０分～８時 
市民活動サポートセンターのしくみについて「意見出し」と「意見

まとめ」 

 

 

 

平成１７年１月２９日（土） 自主参加 

公益信託高知市まちづくりファンド 第２回中間発表会 

第１回前期意見報告書編集会議   平成１７年１月１８日（火） 午前１０時～１２時 

第２回前期意見報告書編集会議   平成１７年２月 ７日（月） 午前１０時～午後１時 

 

第６回見守り委員会   平成１７年２月２１日（月） 午後７時～９時 
                    前期の意見報告のまとめ、後期の検討内容について 
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高知市市民と行政のパートナーシップの                  

まちづくり条例見守り委員会 委員名簿 

  （任期：H16.3.4～H18.3.3）

    

               （50 音順）

№ 氏  名 所     属     等 備  考 

1 石橋   照久 公募委員   

2 岡田   法生 よこせと・まちづくり市民会議 元条例案策定委員 

3 村田   弥生 公募委員   

4 神﨑   健史 (社)高知県建築士会まちづくり研究会   

5 木下 くみ子 高知ＳＧＧ善意通訳クラブ   

6 木村   重來 高知市労働事業協会 やさしい里   

7 野﨑   英明 高知市町内会連合会 元条例案策定委員 

8 濵田   りえ 公募委員   

9 原    陽子 mama ぽおと高知   

10 福冨   宣子 宅老所たんぽぽ大津 元条例案策定委員 

堀田 昌一郎 コミュニティクラブ高知街 元条例案策定委員 11 
（H16.3.4～6.22）     

12  松山   倫子  (株)城西館   

13 山﨑 水紀夫 高知市ボランティア連絡会 元条例案策定委員 

14 漁師   政子 公募委員   
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